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Ｉわが国の医療保険制度

１わが国の医療保険制度

(1)医療保険制度の種類

わが国の医療保険は、サラリーマン等の被用者を対象とした被用者保険制度（健康

保険（健保)、共済保険（共済)、船員保険（船保）等）と、自営業者等を対象とした

国民健康保険制度とに大きく二分される。

高齢者については、後期高齢者医療制度が適用となる。

医療保障

自費診療

(2)医療保険制度の特徴

後期高齢者医

療

高齢者の医療の確保に関する
法律による医療

わが国の保険医療制度の特徴は、「国民皆保険制度｣、「現物給付制度｣、「フリーアク

セス」の３点に集約される。

すべての国民が、何らかの公的医療保険に加入し

ている。

医療行為（現物）が先に行われ、費用は保険者か

ら医療機関へ事後に支払われる。

自らの意思により、自由に医療機関を選ぶことが

できる。
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(3)保険診療の具体的な仕組み

患者は、保険医療機関の窓口で一部負担金を支払い、残りの費用については、保険者

から審査支払機関を通じ、保険医療機関に支払われることとなる。

この仕組みは健康保険法等の医療保険各法に規定されている。そのため、保険診療が

「保険者と保険医療機関との間で交わされた公法上の契約に基づく“契約診療'，」と称さ

れる所以である。
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わが国の国民医療費、国民１人あたりの医療費は年々増加傾向にある。

歯科医療費は、約２．６兆円程度であり、国民医療費の約７～８％程度となっている。
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Ⅱ保険医、保険医療機関の責務

１保険医、保険医療機関

(1)保険医とは

健康保険法の規定により、，‘保険医療機関において健康保険の診療に従事する歯

科医師は、厚生労働大臣の登録を受けた歯科医師でなければならない｡」（健康保険

法第６４条）とされている。

この登録（保険医登録）は、歯科医師国家試験に合格し、歯科医師免許を受ける

ことにより自動的に登録されるのではない。歯科医師自らの意思により、所在地を

管轄する地方厚生(支)局長（所在地を管轄する地方厚生(支)局の事務所がある場合

には、当該事務所を経由して行う）へ申請する必要がある。

(2)保険医・保険医療機関の責務

健康保険法の規定により、「保険医療機関において診療に従事する保険医は、厚

生労働省令の定めるところにより、健康保険の診療に当たらなければならない｡」（

健康保険法第７２条）とされている。

ここでいう命令が「保険医療機関及び保険医療養担当規則（療養担当規則)」と

呼ばれるものであり、保険診療を行うに当たっての、保険医療機関と保険医が遵守

すべき基本的事項を厚生労働大臣が定めたものである…

２保険診療の基本的ルール

!○保険 蝉脂低１采Ｉ雷;秀.．

' ○保 険

(1)療養担当規則（保険医療機関及び保険医療養担当規則）（資料１）

保険診療を行う上で保険医療機関と保険医が遵守すべき事項として厚生労働大臣が

定めたものであり、大きく以下の事項につき取りまとめられている。

・第１章：保険医療機関の療養担当

療養の給付の担当範囲、担当方針等

・第２章：保険医の診療方針等

診療の一般的・具体的方針、診療録の記載等
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(2)診療報酬が支払われる条件

次の全ての条件を満たす場合に限り、診療報酬が支払われることとなっている。

①保険医が

②保険医療機関において

③健康保険法，歯科医師法、医療法，薬事法等の各種関係法令の規定を遵守し

④「保険医療機関及び保険医療養担当規則」（療担）の規定を遵守し

⑤歯科医学的に妥当適切な診療を行い

⑥診療報酬点数表に定められた通りに請求を行っていること

(3)保険診療の禁止事項

D無診察治療の禁止

歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付して
●

はなIr)ない‘‘（療担第１２条、歯科医師法第２０条）

特殊療法研究的診療の

保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるものの

ほか行ってはならない。（療担第１８条）

厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。

厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補綴において使

用してはならない。（療担第１９条）

各種の検査は、研究の目的をもって行ってはならない。（療担第２１条）

③健康診断の禁止

･保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾

病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に

行われなければならない。（療担第１２条）

,健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない。（療担第２１条）

過剰）口多の禁

･検査、投薬・注射、手術等は必要性を十分考慮した上で必要最少限に行う。

（療担第２１条）

⑤特定の保険薬局への誘導の禁止

･保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受

けるべき旨の指示等を行ってはならない。（療担第１９条の３）

･保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受

けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の

利益を収受してはならない。（療担第１９条の３）
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Ⅲ歯科診療報酬点数に関する留意事項

１診療録（カルテ）

『…幸……錘鍾錘鍾…%α……'…"……

Ｉ○診療報酬請求の根拠は

唾錘 ”~ ~写 勿鹿 毎…”~~~~~~毒一一一"嘩一錘

(1)診療録とは（資料２）

診療録（カルテ）は、診療経過の記録であると同時に、診療報酬請求の根拠でもあ

る。診療事実に基づいて必要事項を適切に記載していなければ、不止請求の疑いを招

くおそれがある。

(2)診療録に関する規定

①診療録の記載（療担第２２条、歯科医師法第２３条）

，歯科医師は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、必要な事項を診療録に記

載しなければならない。

②診療録の整備、保存（療担第８条、療担第９条、歯科医師法第２３条第２項）

・保険診療に必要な事項を記載し、他の診療録との区別しなければならない。

・患者の診療録は、その完結の日から５年間保存しなければならない。

・療養の給付の担当に関する帳簿・書類その他の記録は、その完結の日から３年間

保存しなければならない。

(3)記載上の留意点（一例）

・診療の都度、診療の経過を記載する。必然的に、外来患者であれば受診の都度、入

院患者であれば原則として毎日、診療録の記載がなされることになる。

・診療録に記載すべき事項が、算定要件として定められている診療報酬点数の項目が

あることに留意する。

・修正等の履歴が確認できるよう、記載はペン等で行うとともに、修正は修正液・貼

り紙等を用いず二重線で行う。

・責任の所在を明確にするため、署名を記載の都度必ず行う。

(4)医療情報システム（電子カルテ等）に関する留意点

・端末使用開始前に、ログアウトの状態であることを確認すること。また、席を離れ

る際には必ずログアウトすること。

・パスワードは定期的に見直し、不正アクセスの防止に努めること。また、パスワー

ド等を記したメモ等を端末に掲示しないこと。

・歯科医師が他の者（例えば担当看護師等）にパスワードを伝達し、食事、臨時処方

等のオーダーの入力代行等をさせることのないようにすること（場合によっては、

当該看護師の無資格診療を問われる可能性がある。)。

・電子カルテにおいても紙カルテと同様に、修正等の履歴が確認できるシステムが構

築されていること。
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匡二迩到

Ｏ診断の都麿．医 Ｉこ層己園

(1)傷病名記載上の留意点

・医学的に妥当適切な傷病名を主治医自らつけること。請求事務担当者が主治医に確

認することなく傷病名をつけることは厳に慎むこと。

・診断の都度、診療録（電子カルテを含む）の所定の様式に記載すること。なお、電

子カルテ未導入の医療機関において、「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」に未準拠のオーダーエントリーシステムに傷病名を入力・保存しても、

診療録への傷病名の記載とは見なされないため、必ず診療録自体に記載すること。

．必要に応じて慢性・急性の区別、部位・左右の区別をすること。

・診療開始年月日、終了年月日を記載すること。

ｐ傷病の転帰を記載し、病名を逐一整理すること。

・疑い病名は、診断がついた時点で、速やかに確定病名に変更すること。また、当該

病名に相当しないと判断した場合は、その段階で中止とすること。

(2)いわゆる「レセプト病名」について

保険適応外の診療行為を保険請求するために、レセプト作成のためのみに用いられ

る、実態のない架空の傷病名（いわゆる「レセプト病名」）を用いてレセプトを作成す

ることは、極めて不適切で認められない。

３基本診療料等

! ○外牙 に

(1)入院基本料・特定入院料

基本的な入院医療の体制を総合的に評価するものであり、医療機関の機能（病院、

有床診療所、特定機能病院)、病棟類型別（一般病棟、療養病棟等）により分類される

。各基本料は、平均在院日数、人員配置等によりさらに分類される。

入院基本料の一部と特定入院料については、請求の簡素化等の観点から、処置・検

査等の点数が包括されている場合もある。
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(2)入院基本料等の算定上の留意点

入院療養に関して重要かつ標準的な４つの医療提供体制が、厚生労働大臣の定める

一定の基準に適合していない場合は､入院基本料等を算定が出来ないこととなるため、

必要な体制を医療機関全体として恒常的に構築しておく必要がある。

①入院診療計画に関する基準

②院内感染防止対策に関する基準

③医療安全管理体制に関する基準

④樗痛対策に関する基準

(3)入院基本料等の加算

入院療養に関する諸々の医療提供体制が、厚生労働大臣の定める一定の基準を満た

』場合については､個々の医療提供体制に応じて入院基本料に一定点数が加算となる。

（加算の例）

①臨床研修病院人院診療加算

②診療録管理体制加算

③医療安全対策加算

両雇革曹璽罰
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型一客？ご壁醒塑咋密強曇哩＝"宰型巴型厚些Ｆ＝聴一幽宰逗幽塵空陸空路一一塑辱垂嘩空堆＝…争辱寧酵

(1)

ｌ）

2）

3）

4）

5）

医学管理料の算定上の留意点

医学管理料とは、処置や投薬等の物理的な技術料と異なり、歯科医師による患者

指導や歯科医学的管理そのものを評価する診療報酬項目であり、いわば「見えな

い技術料」である。項目ごとの算定要件や算定回数制限など、請求上留意すべき

事項についても知っておく必要があり、レセプトチェックの際等に十分確認する

必要がある。

指導内容、治療計画等診療録に記載すべき事項が、算定要件としてそれぞれの医

学管理料ごとに定められていることに留意する。

歯科衛生士に関係するものは、業務記録の作成および保管についても要する。

算定回数に制限があり、他の指導料との関連で算定できない場合もある。

文書による情報提供が必要な場合もある。

[５－濡雇詞

i（）宅禰

＝牢〃聾辱釦陽一空竺現鐸猫醗
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(1)

１１

２１

６検査・画像診断

3１

ノ|、限

検査・画像診断の算定上の留意点

各種の検査は診療上必要があると認められる場合に行うこととされている。

健康診断を目的とした検査、結果が治療に反映されない研究を目的とした検査に

ついて、保険診療として請求することは認められていない。

検査は、診療上の必要性を十分考慮した上で、段階を踏んで必要最小限に行わな

ければならない。

検査結果を診療録に記載又は検査結果がわかる記録を診療録に添付する。

画一的に多項目を一律に実施するような検査は不適切である。

算定要件に留意すること。（単位（例：１口腔、ｌ歯等)、回数等）

１
１
１

４
５
６

(2)不適切な検査例

①不適切なセット検査

②検査の重複

③必要性の乏しいと思われる検査

(1)実施方針について

①患者を診察することなく投薬、注射、処方せんの交付はできない。（療担第１２条、

歯科医師法第２０条）

②保険診療においては、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬剤を用いることはでき

ない（療担第１９条）

③経口投与を原則とし、注射は、経口投与では治療の効果が期待できない場合や、特
に迅速な治療効果を期待する場合に行う。（療担第２１条）

④投薬日数は、医学的に予見することができる必要期間に従ったもの、又は症状の経

過に応じたものでなければならない。（療担第２１条）

⑤処方せんの交付または注射を行うに当たっては後発医薬品（ジェネリック医薬品）

の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患

者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。（療担第

２１条）
､ｏ－

－ｌｌ－

;〔卸lの便

７投薬・注射



(2)後発医薬品の使用促進

保険診療に際しては、前項の通り後発医薬品の使用努力を療養担当規則で規定して

いる。

（処方せん様式）（資料３）

・後発医薬品への変更が全て不可の場合、当該記載欄に医師の署名又は記名又は押印

を行う。

・保険薬局は、医師の署名等がない処方せんの場合、患者の選択に基づき、記載され

た先発医薬品に代えて、後発医薬品の調剤が可能。

(3)不適切な投薬・注射例

①禁忌投与

②適応外投与

③用法外投与

④過量投与

⑤重複投与

⑥多剤投与

⑦長期漫然投与

８処置・手術・歯冠修復及び欠損補綴

;○個々、

…出唾秘辱竺哩空辺＝曲③"産一型迄E＝＝＝殆勾理垂垂窒芝垂垂凸型吃型厚型

[回一扉聴定１

尭小ｕＥｌ二孫 轍
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Ⅳ保険診療に 関するその他の事項

１診療報酬明細書（レセプト）の作成

(１１レセプトへの関与について

診療報酬明細書（レセプト）は、請求事務部門が単独で作成するものではなく、保

険医もまた作成の一翼を担っていることを十分に認識する必要がある。

また、誤請求や不適切請求を未然に防ぐためにも、レセプトの作成を請求事務部門

任せにするのではなく、主治医自らレセプトの点検作業等に参加し、レセプト作成に

積極的に関わる必要がある。

（参考：療担）

第２３条の２（適正な費用の請求の確保）

保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う

療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

(2)レセプト点検のポイント

審査支払機関への提出前には、主治医自ら必ず診療録等と照合し、記載事項に誤り

や不備等がないか十分に確認する必要がある。

以下に、保険医がレセプト点検の際に注意すべき留意点の一例を示す。これらはあ

くまで参考であり、医療機関の診療体制の実態に応じて、適切なレセプトチェック体

制を院内全体で確立する必要がある。

（レセプト点検時の注意点の一例）

①レセプトの傷病名は、診療録の傷病名と一致していること。

②実体のない、いわゆる「レセプト病名」は認められない。

③疑い病名等が長期にわたって持続するのは妥当ではない。

④レセプトと診療録の診療開始日が一致していること。

⑤レセプトの請求内容と、診療録の診療内容が一致していること。

⑥処置内容等が正しい記載欄に記載されていること。

⑦摘要欄記載が適切に行われていること。

２患者から受領できる費用

(1)一部負担金等の受領について

療養担当規則の規定により、患者から受領できる費用の範囲が以下の通り定められ

ている。これらの費用は、原則的に全ての患者から徴収する必要があり、特定の患者

（職員、職員家族等）に対して減免等の措置を取ってはならない。

（患者に負担を求めることができるもの）

①患者一部負担金

②入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額

③保険外併用療養費における自費負担額

．④療養の給付と直接関係ないサービス等の実費

1３
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３保険外併用療養費制度について

従前の特定療養費制度は、新しい医療技術の出現や患者のニーズの多様化等に対応

し、高度先進医療や特別のサービス等について保険給付との調整を図るために創設さ

れたものであったが、平成１８年１０月から、特定療養費制度が廃止され、新たに保

険外併用療養費制度が設けられた。

この保険外併用療養費制度は、保険外負担のあり方を抜本的に見直すことを目的と

したものである。従前の特定療養費制度の趣旨を踏まえつつも、保険給付の対象とす

べきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行

うことが必要な療養を「評価療養｣、特別の病室の提供など被保険者の選定に係るもの

を「選定療養」として整理再編したものである。

評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養で

あって、将来的に保険給付の対象として認めるかどうかについて、適正な医療の効率

化を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをい

い、基礎的な部分を保険外併用療養費として保険給付する制度である。

患者の不当な自己負担が生じないよう、例えば“先進医療'’は医療機関等の届出に

基づき、厚生労働大臣の設置する先進医療専門家会議において個々の技術について審

査・承認し、その内容や費用を明確化するとともに、それらの情報の院内での掲示等

を義務付けている。

(評価療養の種類）

先進医療（高度医療を含む）

医薬品の治験に係る診療

医療機器の治験に係る診療

薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用

薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用

適応外の医薬品の使用

適応外の医療機器の使用

選定療養とは、患者の選択に委ねることが適当なサービスについて、患者自ら選択

して追加的な費用を自己負担しつつ、基礎的部分について療養費の支給を受けながら

、診療を受けることを認める制度である。

（選定療養の種類）

特別の療養環境

予約診療

時間外診察

歯科の金合金等

金属床総義歯

小児う触の指導管理

大病院の初診

大病院の再診

制限回数を超える医療行為

１８０日以上の入院
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４自己診療、自家診療について

（１）自己診療について

歯科医師が、自身に対して診察し治療を行うことを「自己診療」といい、健康保険

鰐に基づく現衿の医療保険制度は､被保険者患者(他人)に対して診療を行う場合
についての規定であるとされていることから、自己診療を保険診療として行うことに

ついては、現行制度下では認められていない。保険診療として請求する場合は、同一

の保険医療機関であっても、他の保険医に診察を依頼し、治療を受ける必要がある。

(2)自家診療について

歯科医師が、歯科医師の家族や従業員に対し診察し治療を行うことを「自家診療」

という。

自家診療を保険診療として行う場合については、加入する医療保険制度の保険者に

より取扱いが異なるようである。認められる場合についても、診療録を作成し、必ず

診察を行い、その内容を診療録に記載し、一部負担金を適切に徴収するのは当然であ

る。無診察投薬、診療録記載の省略、一部負担金を徴収しない等の問題が起こりやす

いため、診察をする側、受ける側ともに注意が必要である。
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Ｖ健康保険法等に基づく指導・監査について

１指導・監査について

(1)指導について

保険診療の質的向上と適正化を目的として行われるものであり、保険医療機関、保

険医として指定Ｌ登録されたすべてが対象となり得る。

指導には、集団指導、集団的個別指導及び個別指導がある。個別指導のうち、厚生

労働省・地方厚生(支)局α都道府県が共同して行うものを共同指導といい、特に大学

附属病院、臨床研修指定病院等を対象として行うものを特定共同指導という。

(2)監査について

診療内容および診療報酬請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足る理由

がある時に行われる。監査後の行政上の措置として炉保険医療機関､保険医の「取消」

「戒告」「注意」がある。

なお、不正請求の代表例としては次のようなものがある。

①架空請求：診療の事実がないものを診療したとして請求すること。

②符増請求：実際に行った診療に行っていない診療を付増して請求すること。
③振替請求：実際に行った診療を保険点数の高い別の診療に振替えて請求する

こと。

こうした法令に対する不正な行為は、医療保険の世界に限らず社会のどの分野にお

いてもあってはならないことであるが、特に現物給付出来高払いを基本とする医療保

険制度を維持するためには致命的なものである。故意に不正請求をするのは論外であ

り、通常の診療報酬請求を行っているのであれば起こり得ないものである。

仮に監査の場で、不正・不当な請求を行っていたことが明らかになれば、保険医療

機関、保険医の取消等の厳しい行政処分が下されることとなる。また行政処分のみな

らず、不正・不当な請求により支払われた診療報酬については、保険者に対する返還

金も発生することとなる。

医療の多くが保険診療として行われている現在において、保険医療機関の指定や保

険医の登録を取り消されることとなれば、医療機関の経営は成り立たなくなり、歯科

医師が診療を行うことが実質的に不可能となる。これは、医療機関、歯科医師のみの

問題ではなく、医療を受ける側である住民に対し多大な悪影響を与えてしまうもので

ある。
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２平成２１年度指導・監査の実施状況について ※医科・歯科・調剤を含む

(1)指導・監査による返還金額

‘平成２１年度に保険医療機関等から返還を求めた額は、約３０億４千万円。

・内訳：指導による返還分…約２１億２千万円

監査による返還分…約９億２千万円

(2)保険医療機関・保険医等の取消の状況

・保険医療機関等の指定取消…１１件

保険医療機関等の指定取消相当…５件

保険医等の登録取消…１５人

保険医等の登録取消相当… １人

（特徴等）

・保険医療機関等の指定取消処分（指定取消相当を含む｡）の原因（不正内容）を

見ると、不正請求（架空請求、付増請求、振替請求、二重請求）がそのほとんど

を占めている。

・指定取消処分（指定取消相当を含む｡）に係る端緒として保険者、医療機関従事

者等、医療費通知に基づく被保険者等からの通報が１１件と取消（指定取消相当

を含む｡）件数の半数以上を占めている。

・保険薬局の指定取消（指定取消相当を含む｡）はなかった。

【メモ】
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｢;辱蒋~、 保険医療機関及び保険医療養担当規則

(いわゆる「療担｣、「療養担当規則｣）

○保険医療機関及び保険医療養担当規則

（昭和三十二年四月三十日）

（厚生省令第十五号）

（最終改正；平成２２年３月５日厚生労働省令第２５号）

健康保険法（大正十一年法律第七十号）第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一

項（これらの規定を同法第五十九条ノー第七項において準用する場合を含む｡）の規定に基

き、並びに日雇労働者健康保険法（昭和二十八年法律第二百七号）及び船員保険法（昭和

十四年法律第七十三号）を実施するため、保険医療機関及び保険医療養担当規則を次のよ

うに定める。

保険医療機関及び保険医療養担当規則

目次

第一章保険医療機関の療養担当（第一条一第十一条の三）

第二章保険医の診療方針等（第十二条一第二十三条の二）

第三章雑則（第二十四条）

附則

第一章保険医療機関の療養担当

（療養の給付の担当の範囲）

第一条保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であった者並び

にこれらの者の被扶養者の療養（以下単に「療養の給付」という。）の範囲はｆ次のとお

りとする。

一診察

二薬剤又は治療材料の支給

三処置、手術その他の治療

四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

（療養の給付の担当方針）

第二条保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。

２保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であった者並びにこれ

らの者の被扶養者である患者（以下単に「患者」という。）の療養上妥当適切なものでな

ければならない。

（診療に関する照会）

第二条の二保険医療機関は､その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、

他の保険医療機関から照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。
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（適正な手続の確保）

第二提の三保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚

生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関す

る賢用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

（健慶保険事業の健全な運営の確保）

第二条の四保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運

営を損なうことのないよう努めなければならない。

（特定の保険薬局への誘導の禁止）

第二条の五保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している

保険医（以下「保険医」という。）の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保

険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。

２保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局

において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その

他の財産上の利益を収受してはならない。

（掲示）

第二条の六保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の三第四

項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働

大臣が定める事項を掲示しなければならない。

（受給資格の確認）

第三条保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その
者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確めなければな

らない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない

患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。

（要介護被保険者等の確認）

第三条の二保険医療機関等は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテーションその他

の介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第一項に規定する居宅サービス又は

同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当た

っては、同法第十二条第三項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患

者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとす

る。

（被保険者証の返還）

第四条保険医療機関は、当該患者に対する療養の給付を担当しなくなったとき、その他

正当な理由により当該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滞なく

当該患者に返還しなければならない。ただし、当該患者が死亡した場合は、健康保険法

（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第百条、第百五条又は第百十三条の規

定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。
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（一部負担金等の受領）

第五条保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者については法第七十四条の規

定による一部負担金、法第八十五条に規定する食事療養標準負担額（同条第二項の規定

により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単

に「食事療養標準負担額」という。)、法第八十五条の二に規定する生活療養標準負担額

（同第二項の規定により算定した費用の額が生活療養標準負担額に満たないときは、当

該費用の額とする。以下単に「生活療養標準負担額」という。）又は法第八十六条の規定

による療養（法第六十三条第二条第一号に規定する食事療養（以下「食事療養」とい

う。）及び同行第二号に規定する生活療養（以下「生活療養」という。）を除く。）につい

ての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める

割合を乗じて得た額（食事療養を行った場合においては食事療養標準負担額を加えた額

とし、生活療養を行った場合においては生活療養標準負担額を加えた額とする｡）の支払

を、被扶養者については法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八’五条の二第二

項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法

第百十条の規定による家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払

を受けるものとする。

２保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第八十

五条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、

生活療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条の二第二項又は

第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払いを、法第六十三条

第二項第三号に規定する評価療養（以下「評価療養」という。）又は同項第四号に規定す

る選定療養（以下「選定療養」という。）に関し、当該療養に要する費用の範囲内におい

て法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額

の支払を受けることができる。

（領収証等の交付）

第五条の二保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正

当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなけれ

ばならない。

２厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正

当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付

しなければならない。ただし、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが

困難であることについて正当な理由がある場合は、患者から求められたときに交付する

ことで足りるものとする。

３前項に規定する明細書の交付は、正当な理由がある場合を除き、無償で行わなければ

ならない。

（食事療養）

第五条の三保険医療機関は、その入院患者に対して食事療養を行うに当たっては、病状

に応じて適切に行うとともに､その提供する食事の内容の向上に努めなければならない。

２保険医療機関は、食事療養を行う場合には、次項に規定する場合を除き、食事療養標

準負担額の支払を受けることにより食事を提供するものとする。

３保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を受けて食事療養を行う場合には、

当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、
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患昔に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

４保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容

及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

（生活療養）

第五条の三の二保険医療機関は、その入院患者に対して生活療養を行うに当たっては、

病伏に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の内容の向上並びに温度、証明及

び治水に関する適切な療養環境の形成に努めなければならない。

２保険医療機関は、生活療養を行う場合には、次項に規定する場合を除き、生活療養標

準負担額の支払いを受けることにより食事を提供し、温度、証明及び給水に関する適切

な寮養環境を形成するものとする。

３保険医療機関は､第五条第二項の規定による支払いを受けて生活療養を行う場合には、

当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、

患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

４保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容

及び費用に関する次項を掲示しなければならない。

（保険外併用療養費に係る療養の基準等）

第五条の四保険医療機関は、評価療養又は選定療養に関して第五条第二項の規定による

支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応

じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対し

その内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

２保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用

に関する事項を掲示しなければならない。

（証明書等の交付）

第六条保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険

医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。た

だし、法第八十七条第一項の規定による療養費（柔道整復を除く施術に係るものに限

る。)、法第九十九条第一項の規定による傷病手当金、法第百一条の規定による出産育児

一時金、法第百二条の規定による出産手当金又は法第百十四条の規定による家族出産育

児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。

（指定訪問看護の事業の説明）

第七条保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者（法第八十八条第一項に規定する指

定訪問看護事業者並びに介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス

事業者（訪問看護事業を行う者に限る｡）及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護

予防サービス事業者（介護予防訪問看護事業を行う者に限る。）をいう。以下同じ｡）か

ら指定訪問看護（法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護並びに介護保険法第四十

一条第一項本文に規定する指定居宅サービス（同法第八条第四項に規定する訪問看護の

場合に限る。）及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス（同法第八条

の二第四項に規定する介護予防訪問看護の場合に限る。）をいう。以下同じ。）を受ける

必要があると認めた場合には、当該患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につ

き十分説明を行うよう努めなければならない。
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（診療録の記載及び整備）

第八条保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要

な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

（帳簿等の保存）

第九条保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完

結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完

結の日から五年間とする。

（通知）

第十条保険医療機関は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を附

して、その旨を全国健康保険協会及び当該健康保険組合に通知しなければならない。

一家庭事情等のため退院が困難であると認められたとき。

二闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起したと認められたとき。

三正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。

四詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。

（入院）

第十一条保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その

使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切

な注意及び指導を行わなければならない。

２保険医療機関は、病院にあづては、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）の規定に

基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床数の範囲内で、診療所に

あっては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数

の範囲内で、それぞれ患者を入院させなければならない。ただし、災害その他のやむを

得ない事情がある場合は、この限りでない。

（看護）

第十一条の二保険医療機関は、その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医

療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。

２保険医療機関は、当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、従業者の確保等

必要な体制の整備に努めなければならない。

（報告）

第十一条の三保険医療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付の担当に関する事項に

ついて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に定期的に報告を行わなければならない。

２前項の規定による報告は、当該保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局又は地方

厚生支局長の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
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第二章保険医の診療方針等

（診察の一般的方針）

第十二条保険医の診療は、

る疾病又は負傷に対して、

行われなければならない。

一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められ

適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に

（療養及び指導の基本準則）

第十三条保険医は、診療に当っては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易

いように指導しなければならない。

（指導）

第十四条保険医は、診療にあたっては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を

観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。

第十五条保険医は、患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指

導をしなければならない。

（転医及び対診）

第十六条保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又は

その診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の

対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

（診療に関する照会）

第十六条の二保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又

は保険医から照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。

（施術の同意）

第十七条保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由

によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。

（特殊療法等の禁止）

第十八条保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるも

ののほか行ってはならない。

（使用医薬品及び歯科材料）

第十九条保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方

してはならない。ただし、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第十六項に

規定する治験（以下「治験」という。）に係る診療において、当該治験の対象とされる薬

物を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

２歯科医師である保険医は、厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復

及び欠損補綴において使用してはならない。ただし、治験に係る診療において、当該治

験の対象とされる機械器具等を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合において

は、この限りでない。
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（健康保険事業の健全な運営の確保）

第十九条の二保険医は、診療に当たっては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を

行うことのないよう努めなければならない。

（特定の保険薬局への誘導の禁止）

第十九条の三保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において

調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。

２保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受け

るべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局･から金品その他の財産上の利益を

収受してはならない。

（指定訪問看護事業との関係）・

第’九条の四医師である保険医は、患者から訪問看護指示書の交付を求められ、その必

要があると認めた場合には、涼やかに、当該患者の藻岸する訪問看謹ステーション（指

定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ｡）に交

付しなければならない。

２医師である保険医は、訪問看護指示書に基づき、適切な訪問看護が提供されるよう、

訪問看護ステーション及びその従業者からの相談に際しては、当該指定訪問看護を受げ

る者の療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。

（診療の具体的方針）

第二十条医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲

げるところによるものとする。

一診察

イ診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。

ロ診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。

ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。

ハ健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない。

二往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ホ各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ヘホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもって行ってはならない。ただし、

治験に係る検査については、この限りでない。

二投薬

イ投薬は、必要があると認められる場合に行う。

ロ治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤

以上を投与する。

ハ同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等

の考慮をしなければならない。

二投薬を行うに当たっては、薬事法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品（以下

「新医薬品等」という。）とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同

一性を有する医薬品として､同法第十四条の規定による製造販売の承認（以下「承

認」という。）がなされたもの（ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げる

医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有

効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含
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量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けて

いる場合における当該医薬品を除く。）（以下「後発医薬品」という。）の使用を考

慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医

薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。

木栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果

を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投

薬をしてはならない。

へ投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこと

とし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定め

る内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

卜注:射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労

働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状

の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該

厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とす

る。

三処方せんの交付

イ処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行

等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。

口前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。

四注射

イ注射は、次に掲げる場合に行う。

（１）経口投与によって胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることが

できないとき、又は経口投与によっては治療の効果を期待することができない

とき。

（２）特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。

（３）その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。

ロ注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならな

い。

ハ内服薬との併用は、これによって著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合

又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限って

行う。

二混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。

ホ輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行

う。

五手術及び処置

イ手術は、必要があると認められる場合に行う。

ロ処置は、必要の程度において行う。

六リハビリテーション

リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

六の二居宅における療養上の管理等

居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。

七入院

イ入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。

口単なる疲労回復、正常分べん又は通院の不便等のための入院の指示は行わない。
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ハ保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護

を受けさせてはならない。

（歯科診療の具体的方針）

第二十一条歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三ま

での規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

一診察

イ診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。

ロ診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤使用歴を確認しなければならない。

ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。

ハ健康診断は、療養の給付の対象として行ソてはならない。

二往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ホ各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ヘホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもって行ってはならない。ただし、

治験に係る検査については、この限りでない。

二投薬

イ投薬は、必要があると認められる場合に行う。

ロ治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤

以上を投与する。

ハ同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等

の考慮をしなければならない。

二投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医

薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするため

の対応に努めなければならない。

ホ栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果

を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投

薬をしてはならない。

へ投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこと

とし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定め

る内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

三 処方せんの交付

イ処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行

等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。

ロ前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。

四注射

イ注射は、次に掲げる場合に行う。

（１）経口投与によって胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることが

できないとき、又は経口投与によっては治療の効果を期待することができない

とき。

（２）特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。

（３）その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。

ロ注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならな

い。

ハ内服薬との併用は、これによって著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合
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‐又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限って

行う。

二混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。

ホ輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行

う。

五手術及び処置

イ手術は、必要があると認められる場合に行う。

ロ処置は、必要の程度において行う。

六歯冠修復及び欠損補綴

歯冠修復及び欠損補綴は、次に掲げる基準によって行う。

イ歯冠修復

（１）歯冠修復は、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行った場

合は、歯冠修復物の維持管理に努めるものとする。

（２）歯冠修復において金属を使用する場合は、金位十四カラット合金又は代用合

金を使用するものとする。ただし、金位十四カラット合金は臼歯部の歯冠継続

歯に限って使用するものとし、前歯部の鋳造歯冠修復又は歯冠継続歯について

は金合金又は白金加金を使用することができるものとする。

口欠損補綴

（１）有床義歯

（一）有床義歯は、必要があると認められる場合に行う。

（二）鈎は、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。

（三）バーは、代用合金を使用する。

（２）ブリッジ

（一）ブリッジは、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行った

場合は、その維持管理に努めるものとする。

（二）ブリツ.ジは、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。ただし、金

位十四カラット合金は、歯冠継続歯又は前歯部の複雑嵩洞かどう若しくはポ

ンテイックに限って使用する。

（３）口蓋補綴及び顎補綴

口蓋補綴及び顎補綴は、必要があると認められる場合に行う。

七リハビリテーション

リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

七の二居宅における療養上の管理等

居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。

八入院

イ入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。

ロ通院の不便等のための入院の指示は行わない。

ハ保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護

を受けさせてはならない。

九歯科矯正

歯科矯正は、療養の給付の対象として行ってはならない。ただし、別に厚生労働大

臣が定める場合においては、この限りでない。
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（診療録の記載）

第二十二条保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに

準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。

（処方せんの交付）

第二十三条保険医は、処方せんを交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式

の処方せんに必要な事項を記載しなければならない。

２保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合に

は、これに適切に対応しなければならない。

（適正な費用の請求の確保）

第二十三条の二保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機

関が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならな

い。

第三章 雑則 (略）
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処方せんの様式（様式第二号、第２３条関係）

F雪rITT蚕ｌ－ｆ垂蓉|TI~|Tｍ

儀
式
第
二
号

処方せん

(この処方せんは．どの保険薬局でも有効です：

、

|－
Ｌ’

第
二
十
三
条
関
係

保険医氏名

保険医療

所在地及

電鱈番号

－
１
１
１

|－－１

J_Ｉ
閲考１．『処方ｊ洞』二緯、薄名．労量、用漉及び馬丘を鹿較すらこと，号⑤課、処方其命一蔑痘つ２，で畿至医冨晶へ･令麦更;二盛1-,支え誠あると

判断した場合腫推．当咳翼爾の銘病名の近傍にその旨忽絃するこ塗も、『異国､巴署名ｌ瞬二if何も巽戦9-答､二首，

２．こ毎用笹唯、Ｂ本工妻規格Ａ列６讐とする二と‘

３．療養の錆付及び全身負担医寮に閥する費用の贈求に閑する省令（曜稀51皐唾生者肯砺36号０扇１条の塗費負櫨医寂.ﾆつい寺感、『爆

破匿霊機閤』とある‘ﾜは『垂費負但匿寮の担当医療機関ｊと．ｆ慢該医氏名』ど長ろう総「公費負担匿寮‘う担当医氏名ｌ営餓津陰える

ものとする二と‘

3１

患
者
．

氏名

生年月日

区分

日年月

明
大
昭
平

男・女

被保険者 被扶養者

交付年月日 平成年月日
処方せんの

使用期間
平成年月日

戸へ

特に配軟のある楊台

を除き、交付の日を合

ゐて４日以内に保険墨

局に縄出する二と０
Ｌ Ｊ

処
方

備
考 後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更がすぺ

て不可の調合、以下に署名又は配名・押印

|保険医署名

溺剤済年月日 平 成 年 月 日 公費負担者番号

保険纂局の所在
地及び名弥
保険蕊銅師氏名

、
公費負担医療の
受給者番号

公身負担者番号 保険者番号

公費負担医療
の受給者番号

被保険者証・被保険
者手帳の記号・番号

資料３



医療保険と介護保険の給付調整について（歯科集団指導資料）

平成２３年１２月１５日

岡山県保健福祉部長寿社会課

ノ介護深礎サーとズ裏崇猪としてZり崖溺医撤撫グ

（１）歯科の保険医療機関として指定を受けると、介護保険サービス事業者としての指●●●●●●●●●●●

定があったものとみなす。（＝いわゆる「みなし指定｣）
（２）指定を受けるサービス種別は次のとおり。

。（介護予防）訪問言謹

。（介護予防）訪問リハビリテーション

。（介護予防）居宅療震管理指導

。（介護予防）通所リハビリテーション以上８種

（３）岡山県にＩ指定を不要とする旨の届出書」又は「廃止届」を提出していない保険
医療機関は、上記のサービス全てについて指定を受けていることになる。

２要ｼ？麓又は要芝鍔の認忘を受けた郷ﾘ目勝者にﾇする診癖鰯ﾘﾘX三つ‘'て

要介護又は要支援の認定を受けた被保険者（以下「要介護被保険者等」という｡）に
対する診療報酬の算定は、介護保険の給付と重複する部分について介護保険が優先する
ため、診療報酬の算定ができない。

算定できない診療報酬は、要介護被保険者等の状況（入院中、介護保険施設入所中、
入院中以外）によって異なる。

(１） 元■■［ ソＭ１ である要介護被保険者等

※入院中の患者以外の患者であって、次のいずれにも該当しないもの

。（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療雷介護を受けている患者
。（地域密言型）介護老人福祉施設、介護老人保健施設に入所している患者

①要介護被保険者等に対して、訪問歯科衛生指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導
料、在宅患者連携指導料については医療保険での算定はできない。介護保険の居
宅療養管理指導等を算定すること。（Ｈ22.4「歯科点数表の解釈」ｐ９１８）

②同一月において、介護保険の上介護予防）居宅療養管理指導（歯科医師が行う

③

計Ｆ『|こ限ぞ 、歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管

理料、診療情報提供料（１）の注２及び注６，歯科疾患在宅療養管理料を算定で
室量。同一月に両方を算定することはできない。（H22.4「歯科点数表の解釈」
p923～924）

小規模多機能型居宅介護を受けている要介護被保険者等に対する居宅療萱管理
指導は、宿泊も通所もしておらず、同一時間帯に訪問も受けていない利用者に対
し、居宅に訪問に行った際に算定できる。それ以外の通所時、宿泊時等は不可。

④歯科訪問診療料は医療保険で算定できる。



（２）介護保険施設等に入所（入院）している要介護被保険者等

介護保険施設サービス費に包括されている部分について、医療保険に請求するこ

とはできない。

①医療保険の訪問歯科衛生指導料、歯科疾患管理料、歯科特定疾患療蓋管理料、

診療情報提供料（１）の注２及び注６、歯科疾患在宅療養管理料については、医

療保険で算定できる。（Ｈ22.4「歯科点数表の解釈」pg32）

②医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等カンファレンス

料については、介護老人福祉施設又は地域密善型介護老人福祉施設に入所中の患

者（(介護予防）短期入所生活介護を受けている者を含む）であり、かつ末期の

悪性腫傷の患者に対し実施した場合に限り医療保険で算定できる。

（Ｈ22.4「歯科点数表の解釈」ｐ924）

（３）主な概要は上記のとおりであるが、詳細は厚生労働省告示 隻梱1栄|j更：

ある患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」 (Ｈ22.4「歯科点数

表の解釈」ｐ９１７)、同通知「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項

及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」 (Ｈ22.4「歯科点数

表の解釈」ｐ926）を確認のこと。

３分j灘鮒費を真竃するための留意雲項

介護保険サービスの提供は「契約」によることが基本原則

筆

（１）利用申込者又はその家族に対して、重要事項説明書の交付による事前の説明と同

意（＝契約）が必要。よって、給付調整で誤って診療報酬|に請求したことが発覚

したとき、介護保険で遡って請求できるというものではないので注意。

（２）運営規程、重要事項説明書等必要書類の整備が必要。

ついての農憶妻虜

介護保険に相当するサービスのある診療を行った場合に、当該患者が要介護者(要支

援者)である場合には､診療報酬明細書の｢摘要｣欄に回と記載すること。
当該患者が施設入所者である場合は、「摘要」欄に施設名を記載していただきたい。

５要ﾝf護・要芝撹認唐についての留篇雲項

（１）介護保険制度の被保険者に該当する者

①６５歳以上の者

②４０歳以上６５歳未満の者で、当該状態の原因である障害が特定疾病(※)によっ
て生じた者

（※)特定疾病：介護保険法施行令第２条

がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症ほか計１６種類

（２）要介護（要支援）認定の効力：介護保険法第２７条・第３２条

要介護（要支援）認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。


